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適切な会計制度と十分な会計教育 -会計制度の概略-  
 財務諸表の構造 

○財務諸表は一般会計および政令等特別会計の｢会計別｣に作成する。 
○各所属各事業の情報を集計して作成するため、「所属別」や「事業別」の情報を利用
することができる。 
○連結財務諸表は、対象団体等の個別財務諸表に必要な修正を加えて合算した後、会計
間・団体間の債権・債務、内部取引を相殺消去する。 

会計別かつ所属別かつ事業別 
《財務諸表作成の基礎単位》 

会計別 所属別 事業別 

公営企業、独法、第３セクター等 
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適切な会計制度と十分な会計教育 -会計制度の概略-  
 関連規定の構成   

会計規則 

会計別財務諸表作成基準 
勘定科目及び略勘定科目一覧 

業務マニュ
アル 

公有財産台
帳等処理要

領 

手引き・マ
ニュアル 

棚卸資産基
準 

業務マニュ
アル 

出資金基準 貸引QA 取扱要領
（物品） 

開始BS基
準 

事業別等財務
諸表作成基準 

人件費指針 地方債指針 

総務省
通知 

連結財務諸
表作成基準 

連結指針 

ワークシー
ト 

会計規則において財務諸表の作成について規定し、財務諸表
作成基準やマニュアル等によって実務レベルまでをフォロー
する。 

【規定構成イメージ】 



資産の価額は原則として、取得原価を基礎として算定する 
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適切な会計制度と十分な会計教育 -会計制度の概略- 
 資産評価のルール 

「基礎として」とは・・ 
取得原価から減価償却累計額を控除した額を貸借対照表価額とする 

資産取得にかかる住民負担や財源との対応関係が明確とな
ることから、取得原価主義を採用 

時の経過 

土地の価格は一定 
（減価償却しない） 

減価償却による減少 建物 

土地 


